
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

令和 6年 11 月発行 

小郡市南地区 

地域包括支援センターシマダ 

このような 

お困り事や心配事はございませんか？ 
 

南包括だより 

最近物忘れがあるけど 

・・・ 

老々介護が大変で 

      ・・・ 

介護保険の申請の 

仕方が分からない 

最近、お金の管理が

難しくなって・・・ 

高齢の両親の事が 

心配で・・・ 

成年後見人制度 

について知りたい 

 

地域包括支援センターは、

高齢者のみなさんが、 

住み慣れた地域で安心して

暮らし続けることができる

よう、 

介護・健康・福祉・権利擁護

など、様々な面から 

総合的に支援する総合相

談窓口です。 

【連絡先】 
小郡市南地区  

地域包括支援センターシマダ 

TEL：0942-23-8666 

私たちが 

お手伝いします！ 

最近、足腰が弱く 

なって・・・ 



 

 

 

 

いこいの森カフェ 
 

毎月１５日開催 

 
 

場所：旧いこいの森さち 

 

時間：10:00～11:30 

 

お茶代：100円 

 

悪質商法に注意しましょう！！ 

★海産物の電話勧誘トラブルに注意★ 

【事例１】自宅に電話があり、海産物の購入を勧められた。 

断ったのだが、海産物が送られてきて、代引きで受け取っ

た。強引に送られてきたものなので返金して欲しい。（90歳代） 

【事例２】海産物業者から突然電話があり、海産物の勧誘を

受けた。断ったが「売れなくて困っている。損はさせない」と 

しつこく言われ、約２万円の商品を買う事を承諾してしまった。 

その後、どんなものが来るか心配になり、断ろうと何度も電話した

が連絡がつかない。（60歳代） 

困ったときは、 

消費者ホットライン 

 『１８８』へ。 

【ひとこと助言】 

●電話内容が少しでもおかしいと感じたら、きっぱりと断りましょう！ 

●断ったのにも関わらず送られてきた商品については、代金を支払う 

必要はありません。商品が届いてしまっても代金は支払わず、送り主の名称や 

所在地を明記してから、受け取り拒否をしましょう。 

●電話勧誘販売の場合は特定商取引法に定める書面を受け取った日から 

数えて８日以内であればクーリング・オフができます。 

 

介護予防の取り組みとして、 

毎月１回カフェを開催しています！ 

 
お気軽にお立ちより下さい 

介護相談も受け付けています 


